
第
一
号
議
案 

 
 

 

宿
日
直
手
当
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

宿
日
直
手
当
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
八
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

山 

田 

雅 

文 

  
 

 

宿
日
直
手
当
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

宿
日
直
手
当
の
額
を
定
め
る

規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
一
条
中
「
四
千
四

百
円
」
を
「
四
千
七

百
円
」
に
、
「
二
千
二
百

円
」
を
「
二
千
三
百
五
十

円
」
に
改

め
る
。 

第

二

条

第

一

項

中

「

七

千

四

百

円

」

を

「

七

千

七

百

円

」

に

、

「

三

千

七

百

円

」

を

「
三

千

八

百

五

十

円
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
六
千
百

円
」
を
「
六
千
四

百
円
」
に
、
「
三
千
五
十
円

」
を
「
三
千
二
百

円
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
七
千
四

百
円
」
を
「
七
千
七

百
円
」
に
、
「
三
千
七

百
円
」
を
「
三
千
八

百
五
十

円
」
に
改

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

し
、
改
正
後
の
宿
日
直
手
当
の
額
を
定
め
る
規
則
の
規
定

は
、
令
和

七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。 

 

提
案
理
由 

 
 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
宿

日
直
手
当
の
額
を
改
定
し
た
い
の
で
提
案

す
る
。 
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〇 

宿
日
直
手
当
の
額
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 

 
 
 

行 

（
通
常
の
宿
日
直
勤
務
の
額
） 

（
通
常
の
宿
日
直
勤
務
の
額
） 

第
一
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
三

十
九
号
）
第
二
十
条
に
規
定
す
る
宿
日
直
手
当
の
額
は
、
勤
務
一
回
に
つ

き
四
千
七
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
が
五
時
間
未
満
の
日
直
に

つ
い
て
は
、
二
千
三
百
五
十
円
と
す
る
。 

第
一
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
三

十
九
号
）
第
二
十
条
に
規
定
す
る
宿
日
直
手
当
の
額
は
、
勤
務
一
回
に
つ

き
四
千
四
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
が
五
時
間
未
満
の
日
直
に

つ
い
て
は
、
二
千
二
百
円 

 

と
す
る
。 

 

（
特
殊
な
宿
日
直
勤
務
等
の
額
） 

（
特
殊
な
宿
日
直
勤
務
等
の
額
） 

第
二
条 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
特
殊
な
業

務
を
主
と
し
て
行
う
宿
日
直
勤
務
に
係
る
宿
日
直
手
当
の
額
は
、
勤
務
一

回
に
つ
き
七
千
七
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
が
五
時
間
未
満
の

日
直
に
つ
い
て
は
、
三
千
八
百
五
十
円
と
す
る
。 

第
二
条 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
特
殊
な
業

務
を
主
と
し
て
行
う
宿
日
直
勤
務
に
係
る
宿
日
直
手
当
の
額
は
、
勤
務
一

回
に
つ
き
七
千
四
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
が
五
時
間
未
満
の

日
直
に
つ
い
て
は
、
三
千
七
百
円 

 

と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
宿
日
直
勤
務
に
係

る
宿
日
直
手
当
の
額
は
、
勤
務
一
回
に
つ
き
六
千
四
百
円
と
す
る
。
た
だ

し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
宿
日
直
勤
務
の
う

ち
、
勤
務
時
間
が
五
時
間
未
満
の
日
直
に
つ
い
て
は
、
三
千
二
百
円
と
す

る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
宿
日
直
勤
務
に
係

る
宿
日
直
手
当
の
額
は
、
勤
務
一
回
に
つ
き
六
千
百
円 

と
す
る
。
た
だ

し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
宿
日
直
勤
務
の
う

ち
、
勤
務
時
間
が
五
時
間
未
満
の
日
直
に
つ
い
て
は
、
三
千
五
十
円
と
す

る
。 

一
～
五 

（
略
） 
一
～
五 

（
略
） 

 

３ 

前
条
及
び
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌

年
の
一
月
三
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
宿
日
直
勤
務
に
係
る
宿
日
直
手
当

の
額
は
、
勤
務
一
回
に
つ
き
七
千
七
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間

が
五
時
間
未
満
の
日
直
に
つ
い
て
は
、
三
千
八
百
五
十
円
と
す
る
。 

３ 
前
条
及
び
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌

年
の
一
月
三
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
宿
日
直
勤
務
に
係
る
宿
日
直
手
当

の
額
は
、
勤
務
一
回
に
つ
き
七
千
四
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間

が
五
時
間
未
満
の
日
直
に
つ
い
て
は
、
三
千
七
百
円 

 

と
す
る
。 
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宿日直手当の額を定める規則の一部改正の概要 

 

１ 改正理由 

職員の給与に関する条例（昭和３２年大分県条例第３９号。以下「給与条例」とい

う。）の一部改正に伴い、宿日直手当の額を改定したいので提案する。 

  なお、給与条例の一部を改正する条例案（以下「一部改正条例案」という。）は、

大分県議会令和７年第４回定例会 （以下「第４回定例会」という。）に提出中である。 

 

２ 改正内容 

  宿日直勤務に係る宿日直手当の額の改定 

区分 現行 改正後 備考 

 

第１条関係 

 

４，４００円 

（２，２００円） 

４，７００円 

（２，３５０円） 
通常の宿日直勤務 

 

第２条 

第１項関係 

 

７，４００円 

（３，７００円） 

７，７００円 

（３，８５０円） 
特殊な宿日直勤務 

 

第２条 

第２項関係 

 

６，１００円 

（３，０５０円） 

６，４００円 

（３，２００円） 
特定公署の宿日直勤務 

 

第２条 

第３項関係 

 

７，４００円 

（３，７００円） 

７，７００円 

（３，８５０円） 

12 月 29 日～１月 3日の

宿日直勤務 

※（  ）内は、勤務時間が５時間未満の日直勤務に係る宿日直手当の額 

 

３ 施行期日等 

公布の日から施行し、遡及して令和７年４月１日から適用する。 

  ※第４回定例会において一部改正条例案が可決されることを条件とする。 

 

４ その他 

知事部局所管の「宿日直手当の額を定める規則（昭和３１年大分県規則第１０１号）」

と同様の改正である。 
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令和７年４月１日遡及適用

区　分 現行 改正（案）

　種　別 勤　務　公　署 勤　務　内　容 （勤務一回につき）（勤務一回につき）

　海洋科学高校
　（翔洋丸）

　・翔洋丸が船籍港（臼杵港）に停泊中に
　　保安管理のために行う宿直業務

４，４００円
5時間未満の日直

２，２００円

４，７００円
5時間未満の日直

２，３５０円

　宿直２名体制

　盲学校
　聾学校
　別府支援学校

　・教諭が舎監として業務に従事する場合
　・寄宿舎指導員が深夜に児童・生徒の介助
　　に従事する場合

　臼杵支援学校
　日田支援学校
　竹田支援学校

　・教育職員が校内の生活訓練施設において
　　宿泊訓練に従事する場合

　くじゅうアグリ創生塾 　・久住高原農業高等学校の生徒等に対する
　　生活指導等のために行う宿日直勤務

　香々地青少年の家
　九重青少年の家

　・青少年団体等が集団宿泊訓練のため宿泊
　　する場合における宿日直勤務

　国東高等学校 　・国東高等学校の生徒に対する生活指導等
　　のために行う日直勤務

　大分雄城台高等学校
　大分鶴崎高等学校
　佐伯鶴城高等学校
　竹田高等学校
　日田高等学校
　中津南高等学校

　・教育職員がその附属する集団宿泊研修施設
　　において生徒の生活指導等のために行う
　　宿直勤務

　海洋科学高校 　・教育職員が附属寄宿舎の舎監として行う
　　宿日直勤務

　宿直１名（休日＋日直１名）
　体制

　（実態なし） 　・１２月２９日から翌年の１月３日までの期間
　　における宿日直勤務

７，４００円
5時間未満の日直

３，７００円

７，７００円
5時間未満の日直

３，８５０円

　〔規則第２条第３項〕
　年末年始の宿日直勤務
　　（上記の特例措置）

宿日直手当一覧表（令和７年改正内容）

備　　　考
支　　　給　　　対　　　象

　〔規則第１条〕
　通常の宿日直勤務

　〔規則第２条第２項第１号〕
　特定公署における宿日直勤務

　〔規則第２条第１項〕

　人事委員会が定める特殊な業
　務を主として行う宿日直勤務

７，４００円

5時間未満の日直

３，７００円

６，１００円

5時間未満の日直

３，０５０円

７，７００円

5時間未満の日直

３，８５０円

６，４００円

5時間未満の日直

３，２００円

　〔規則第２条第２項第２号〕
　特定公署における宿日直勤務

　〔規則第２条第２項第３号〕
　特定公署における日直勤務

　〔規則第２条第２項第４号〕
　県立学校の集団宿泊研修施設
　における生徒の生活訓練のた
　めの宿直勤務

　〔規則第２条第２項第５号〕
　舎監として行う宿日直勤務
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